
前橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 案 現   行 

附 則 附 則 

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所において個人単

位で居宅介護等を利用する場合の特例) 

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所において個人単

位で居宅介護等を利用する場合の特例) 

第9条 第199条第3項及び第201条の8第4項の規

定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者の

うち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に

係る支給決定を受けることができる者であっ

て、障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する命令第1条第5号

に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5

又は同条第7号に規定する区分6に該当するも

のが、共同生活住居内において、当該指定共同

生活援助事業所又は当該日中サービス支援型

指定共同生活援助事業所の従業者以外の者に

よる居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望

する場合については、令和6年3月31日までの

間、当該利用者については、適用しない。 

第9条 第199条第3項及び第201条の8第4項の規

定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者の

うち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に

係る支給決定を受けることができる者であっ

て、障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令第1条第5号

に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5

又は同条第7号に規定する区分6に該当するも

のが、共同生活住居内において、当該指定共同

生活援助事業所又は当該日中サービス支援型

指定共同生活援助事業所の従業者以外の者に

よる居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望

する場合については、令和6年3月31日までの

間、当該利用者については、適用しない。 

2 第199条第3項及び第201条の8第4項の規定は、

指定共同生活援助事業所又は日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査

及び判定の基準等に関する命令第1条第5号に

規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又

は同条第7号に規定する区分6に該当するもの

が、共同生活住居内において、当該指定共同生

活援助事業所又は当該日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。)の利用を希望し、次に

掲げる要件のいずれにも該当する場合につい

ては、令和6年3月31日までの間、当該利用者に

ついては、適用しない。 

2 第199条第3項及び第201条の8第4項の規定は、

指定共同生活援助事業所又は日中サービス支

援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令第1条第5号に

規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又

は同条第7号に規定する区分6に該当するもの

が、共同生活住居内において、当該指定共同生

活援助事業所又は当該日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。)の利用を希望し、次に

掲げる要件のいずれにも該当する場合につい

ては、令和6年3月31日までの間、当該利用者に

ついては、適用しない。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

3 省略 3 省略 

 


